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令和 5年 第 6回選挙管理委員会会議録（要旨） 

 

日 時 － 令和 5年 5月 18日（木） 午後 2時 00分～午後 2時 30分 

場 所 － 高層館 12階 選挙管理委員室 

出席者 － （委 員）中井委員長、星原委員長代理、松井委員、山口委員 

      （事務局）中井事務局長、三谷事務局次長、新家主幹、永吉係長、 

           清瀬係長、井上主査 

 

（中井委員長） 

ただいまから、第 6回選挙管理委員会を開催します。 

本日の案件は二つございまして、一つ目が、指定都市選挙管理委員会連合会事務局

長会議についての報告で、二つ目がその他案件です。 

  それでは、案件 1についての説明をお願いします。 

 

（中井事務局長） 

  それでは、案件 1 指定都市選挙管理委員会連合会事務局長会議の報告をさせてい

ただきます。 

  1ページに事務局長会議資料の表紙がございます。 

5月 11日（木）に相模原市が幹事市となり、WEB 方式により開催されましたので、

その概要について報告いたします。 

2ページの会議次第を御覧ください。会議次第についてはお手元の通りでございます

が、主に、4 番、連合会事務局の議題といたしまして（2）の令和 5 年度の通常会議につ

いてということで、6 月 15 日に、神戸市で開催されます通常会議の提出議題について、

事前に確認をするために議案として出されているものでございます。資料では、この議

題の中で抜粋して、第 3号議案をつけております。  

3ぺージですが、今年度の指定都市選挙管理委員会連合会の事業計画（案）ということ

で説明がございました。 

まず通常会議につきましては年に１回開催するということで、次回、6 月 15 日に神戸

市で開催されます。 

続きまして 2 番の委員長会議でございますが、運営上、必要に応じて開催するという

ことになっておりまして、例年、年１回開催がされているところでございます。  

あと、主な部分といたしましては、4番の事務局長会議でございます。春と秋に年 2回

の開催がございますが、春の開催につきましては、本日御報告申し上げております 5 月

11日に開催が終わったところでございます。  

4ページですが、その他の会議といたしましては、主管課長・係長研究会議等がござい

ます。主管課長・係長研究会議につきましては、主に年 2 回の開催が予定されておりま

して、次の開催は、堺市が幹事市となっております。  

それから、4ページの 7番でございますが、公職選挙法等選挙関係法令の改正に関する
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要望ということで、法改正要望が次回、令和 6 年度となっておりますので、令和 6 年度

の要望行動に向けての検討を今年度開始するということでございます。  

続いて、資料 2ページの次第に戻っていただきまして、4番の括弧に通常会議の提出議

題ということで、その他の議案としましては、令和 4 年度の事業報告であるとか、歳入

歳出の決算報告と令和 5 年度の歳入歳出予算案等が、議案として次の通常会議に上がる

ということでございます。  

それから、6 ページでございますが、令和 5 年度の役員の選挙についてということで、

指定都市選挙管理委員会連合会の役員候補市として、今年度の会長市が大阪市の委員長

となっております。副会長市につきましては、広島市と横浜市でございます。これにつ

きましては改めて、次の通常会議で最終的には議案として提出し、承認をいただくこと

になると思います。  

続きまして、2ページの次第 5番の議題としまして、政令市の方で何か議題がないかと

いうことで、事前照会があるのですが、名古屋市から、当日投票所への車椅子の配備状

況についてという議題と、大阪市から選挙関係のシステムの標準化への対応についてと

いう議題が提出されまして意見交換がございました。  

あと、6番の報告事項として、インターネット投票の実現に向けた政令市の取り組みに

ついてということで、これにつきましては、インターネット投票を実現するために、何

がしか政令市で取り組んでいこうと、その取り組みの仕方としてどういった方法がいい

のかというような内容の話でございました。事務局長会議の内容については、以上のと

おりでございます。  

 

（中井委員長） 

  ただいまの報告につきまして、質問等ございませんか。 

 

（委員） 

  なし。 

 

（中井委員長） 

  それでは、私からお尋ねしますが、5番の議題の「当日投票所への車いすの配備状 

 況について」というのは、どういう趣旨のものなのでしょうか。 

 

（中井事務局長） 

 「名古屋市は、選挙当日の全ての投票所に 100 パーセント配置しているわけではない

が、各政令市における配置状況や、配置の基準はどうなっているのか」ということにつ

いての照会でした。堺市では、車いすを備品として管理し、全投票所に配置しておりま

すので問題はないのですが、政令市によってはかなりの投票所がございますので、リー

ス等の導入状況や配置できていない投票所の状況についてお伺いしたいということでご

ざいました。 
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（中井委員長） 

 わかりました。堺市は、きちんと対策がとれているということで安心しました。 

  他に御質問等ないようでしたら、本件につきましては了とします。 

  次に、案件 2 その他案件についてお願いします。 

 

（中井事務局長） 

  期日前投票所の増設についてということでございます。 

 

（三谷事務局次長） 

  それでは、令和 5年堺市長選挙における増設期日前投票所の試行、2回目になりますが、

それについて報告いたします。 

  増設期日前投票所につきましては、令和 4 年の参議院議員通常選挙時に南区の国際障

害者交流センター、いわゆるビッグアイにおきまして１回目の開設をさせていただいて

おります。その次の選挙の統一地方選挙時は、会場が確保できなかったりとか、実務上

人の手配をやりきれなかったりといったこともありましたので、開設しませんでしたが、

市長選挙におきましては、第 2 回目の増設期日前投票所の試行を行わせていただきたい

と思っております。  

今回は、前回の 6時間、午前 10時から午後 4時までというのを、ちょっと時間を延長

しまして、午前 10時から午後 8時まで開設することとしております。当然ですけれども、

仕事帰りの方に、午後 8時までの間、泉ヶ丘でどれだけのニーズがあるのかということ、

あるいは休日の夜間においての時間延長がどういうふうな効果があるのかということを

見る上で、日付の設定の方も日曜日と月曜日のそれぞれ 1 日ずつという形でさせていた

だく予定をしております。  

場所は前回と同じ南区の国際障害者交流センター、ビッグアイの 1 階大研修室です。

運営につきましても、前回同様市選管が主体で、あと区選管からの職員の応援を求め 

て行います。事務従事者は管理者、職務代理者、立会人を除きまして、全て人材派遣と

いう形で行います。そのために人材派遣につきましては、別途時間を設けまして南区の

方式によります投票事務の執行について研修を行うということで、これについては、今

週月曜日に一旦行ってございます。あとは 27日が前日に当たる日ですが、その前日準備

の後、最終のおさらいをして 28日の朝を迎え、10時から開始する予定です。報告につい

ては以上でございます。  

  

（中井委員長） 

ただいま説明いただきましたが、委員のみなさんの方から御質問あるいは御意見はご

ざいませんか。  

（星原委員長代理） 

28 日ということは、各区役所での期日前投票所は夜 9 時まで行っているということで

はないのですね。 
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（三谷事務局次長）  

はい。夜 9時までになるのは 30日からです。 

  

（星原委長代理） 

わかりました。それでしたら、区役所の期日前投票所の終了時間と整合性が取れる 

 わけですね。  

 

（中井委員長） 

よろしいですね。 

それでは、ただいまの増設期日前投票所の説明につきまして、了といたします。 

他に、ありませんか。 

  

（中井事務局長） 

  事務局からは以上です。 

 

（中井委員長） 

  それでは、本日の委員会はこれで終了します。 

 

 


